
鶴岡市上下水道部発注における総合評価落札方式実施要綱 

 

令和元年１２月５日上下水道事業告示第２５号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市が発注する競争入札（水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市

長（以下「市長」という。）の権限に属するものに限る。）における、工事又は委託の請負（以

下「請負」という。）を対象に、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」

という。）第１６７条の１０の２第１項に規定する、価格その他の条件が最も有利なものをもっ

て申込みをした者を落札者とする方式（以下「総合評価落札方式」という。）の実施に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 

（対象業務） 

第２条 総合評価落札方式の対象となる請負は、次の各号のいずれかに該当する請負であって市長

が必要と認めたものとする。 

（１）技術的な工夫の余地が大きい業務において、発注者の求める業務内容を実現するための提

案（安全対策、交通・環境への影響、運用手法、性能・機能・品質、履行期間の縮減等）を

求め、価格との総合評価をすることが適当と認められる請負 

（２）技術的な工夫の余地が小さい業務において、成果物の品質を確保するため、当該業務と同

種又は類似業務の経験、成績等に基づく技術力及び地域精通度等、入札価格以外の要素と入

札価格を一体として総合評価することが適当と認められる請負 

 

（学識経験者の意見の聴取） 

第３条 市長は、施行令第１６７条の１０の２第４項及び第５項の規定により、あらかじめ２人

以上の学識経験者（以下「識者」という。）の意見を聴かなければならない。 

２ 識者からの意見の聴取は、次に掲げる事項その他請負の内容により意見の聴取が必要と認める

事項について行う。 

（１）総合評価落札方式を行おうとする請負に係る、総合評価落札方式による入札を行うことの

適否 

（２）落札者決定基準（施行令第１６７条の１０の２第３項に規定する落札者決定基準をいう。

以下同じ。）を定めるに当たっての事項 

（３）落札者決定基準及び入札価格に基づいて落札者を決定するに当たり、改めて識者へ意見を

聴取する必要性の有無 



（４）前号において必要性が有ると示された場合において、当該落札者決定にあたり必要とされ

る事項 

 

（総合評価の方法） 

第４条 総合評価落札方式における評価は、次の各号のいずれかの方法で得られた数値（以下「評

価値」という。）をもって行う。 

（１） 入札者の参加資格や技術提案等に関する各評価項目の得点の合計（以下「技術評価点」

という。）を当該入札者の入札価格で除する方法 

（２） 入札価格を点数化した価格評価点と技術評価点を足し合わせる方法 

 

（入札の公告） 

第５条 市長は、総合評価落札方式による請負の発注を行う場合は、一般競争入札又は指名競争

入札に係る事項のほか、次の事項を明示するものとする。 

（１） 総合評価落札方式の適用となる請負であること。 

（２） 仕様書等 

（３） 審査基準（入札参加要件） 

（４） リスク分担に関する事項 

（５） 総合評価に係る資料（以下「技術資料」という。）の提出日、内容及び様式等の必要事項 

（６） 総合評価落札方式に係る評価項目、評価基準、得点配分 

（７） 落札者決定方法 

（８） 総合評価内容の履行の確保及び不履行時の措置 

（９） 配置予定技術者等のヒアリングの有無 

（１０） 入札参加資格通知の日時 

（１１） 入札及び開札の日時 

（１２） 落札者決定の予定日時 

 

 （予定価格の事後公表） 

第６条 市長は、総合評価落札方式を利用した請負に係る公告を行うに当たり、鶴岡市公共工事

の入札及び契約に係る情報の公表に関する実施要綱（平成１７年鶴岡市訓令第３３号）第４の

第２項第１号②の規定にかかわらず、入札予定価格を事後公表することができる。 



（入札参加希望者） 

第７条 総合評価落札方式による一般競争入札に参加しようとする者又は技術資料等の提出を求

める者として選定された者（以下「入札参加希望者」という。）は、必要に応じ市長が別に定め

るところにより技術資料等を提出しなければならない。 

 

（技術資料等の提出等） 

第８条 入札参加希望者は、市長が別に定める期日までに、入札に関する質問を書面により行う

ことができる。 

２ 市長は、前項の質問があった場合は、別に定める期日までに書面により回答しなければなら

ない。 

３ 市長は、必要に応じて入札参加希望者から提出された技術資料等についてヒアリングを実施

することができる。 

 

（入札参加資格の審査及び決定） 

第９条 市長は、入札参加希望者から技術資料等の提出があったときは、当該書類について内容

を確認のうえ、鶴岡市上下水道部工事指名競争入札参加者審査委員会若しくは鶴岡市上下水道

部委託業務指名競争入札参加者審査委員会（以下「審査会」という。）又は鶴岡市上下水道部プ

ロポーザル方式等による事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）の審査により入札参

加資格の有無を決定するものとする。 

２ 前項における審査を行うに当たり、市長は、当該入札参加希望者に対し必要に応じて当該書

類について意見等を求めることができる。 

３ 市長は、入札参加希望者の入札参加資格の有無を決定したときは、定められた期日までに通

知するものとする。 

４ 市長は、前項の規定により入札参加資格がない旨の通知を受けた者から、別に定める日まで

に、その理由について説明を求められたときは、当該入札参加希望者に対し回答しなければな

らない。 

 

（落札者の決定） 

第１０条 市長は、入札価格が予定価格の制限の範囲内である入札参加者のうち、評価値の最も

高い者を落札者として決定する。この場合において、第３条第２項第３号の定めるところによ

り識者の意見を聴取することとされた請負については、識者の意見を聴き、審査会若しくは選

定委員会の審査により落札者を決定する。 

２ 前項の場合において、評価値の最も高い者が２者以上あるときは、当該者のくじ引きにより



落札者を決定するものとする。 

（低入札の調査） 

第１１条 市長は、建設工事又は建設工事関連業務委託に係る入札価格が最低制限価格を下回っ

た場合においては、低入札調査を実施するものとする。 

 

（入札結果等の公表） 

第１２条 市長は、落札者を決定したときは，速やかに次の事項を公表するものとする。 

（１）落札者の名称 

（２）各入札参加者の入札価格、技術評価点及び評価値 

 

（評価内容の担保） 

第１３条 提出された技術資料等に記載された内容については、当該契約書の添付資料とし、履

行確認を行うものとする。 

２ 市長は、落札者の責めにより技術資料等に記載した内容を履行できなかったときは、入札の

公告において明示した措置を講ずるものとする。 

 

（秘密の保持） 

第１４条 この告示に基づき入札参加希望者から提出された技術資料等の書類の内容については、

公表しないものとする。 

 

（技術資料等の作成費用） 

第１５条 この告示に基づき入札参加希望者が提出する技術資料等の書類の作成に要する一切の

費用は、当該入札参加希望者の負担とする。 

 

（その他） 

第１６条 この告示に定めのない事項及びこれにより難い事項については、別に定める。 

 

附 則 

この告示は、令和元年１２月５日から施行する。 

  

 


